
◇日時

◇内容

◇相談
　事例

◇場所

◇対象

◇定員

　　　　　　　※お使いのスマートフォンやパソコンをご持参ください。

困りごと
相談会

３月１２日（木）

①10：00～11：00
②11：00～12：00
③13：00～14：00
④14：00～15：00

パソコン・スマートフォン・タブレットなどの機器の操作方法
などで、日頃困っていることについて、個別に相談を受ける。

・スマートフォンの使い方やアプリの基本操作について
・パソコンやスマートフォンのセキュリティについて
・パソコンの動きが悪い、印刷が出来ない等
・ＳＮＳを使いたいけど使い方がわからない等

◇問合せ先　社会教育課（中央公民館）担当；松本・小溝　　☎ ６７‐０１４５

　 太良町中央公民館 １階 研修室

 　スマホ教室（パソコン教室）を受講の方を優先的に案内しています。

　 先着最大１２名

 　※定員になり次第締め切ります。

◇受講料　　５００円

◇申込方法　中央公民館へ直接電話にてお申込みください。≪予約制≫

第３回 令和７年度

スマホ・パソコン困りごと相談会募集


